
会民規約に従つて決済できなくなったとき。

三 旅行者が第六条第二号から第四号までのいずれかに骸当することが判明した

とき。

2前 項の規定に基づいて手配旅行契約が解除されたときは、旅行者は、いまだ提

供を受けていない旅行サービスに係る取消料、違約料その他の運送・宿泊機関等
に対して既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用を負担するほか、

当社に対し、当社所定の取消手続料金及び当社が得るはずであった取扱料金を

支払わなければなりません。

(当社の文に帰すべき事由による解除)

第十五条 旅行者は、当社の責に帰すべき事由により旅行サービスの手配が不可能

になつたときは、手配旅行契約を解除することができます。

2前 項の規定に基づいて手配旅行契約が解除されたときは、当社は、旅行者が既

にその提供を受けた旅行サービスの対価として、運送・宿泊機関等に対して既に

支払い、又はこれから支払わなければならない費用を除いて、既に収受した旅行

代金を旅行者に払い戻します。

3前 項の規定は、旅行者の当社に対する損害購使の結求を妨げるものではありま

せん。

第 四章 旅 行 代 金

(旅行代金)

第十六条 旅行者は、旅行開始前の当社が定める期間までに、当社に対し、旅行代

金を支払わなければなりません。

2通 倍契約を締結したときは、当社は、提携会社のカードにより所定の伝票への旅

行者の署名なくして旅行代金の支払いを受けます。この場合において、カード利用

日は、当社が確定した旅行サービスの内容を旅行者に通知した日とします。

3当 社は、旅行開始前において、運送,宿泊機関等の運賃・料金の改灯、為替相場

の変動その他の事由により旅行代金の変動を生じた場合は、当核旅行代金を変

更することがあります。

4前 項の場合において、旅行代金の増加又は減少は、旅行者に帰属するものとしま

す。

5当 社は、旅行者と通信契約を締結した場合であつて、第二章又は第四章の規定

により旅行者が負担すべき費用等が生じたときは、当社は、提焼会社のカードによ

り所定の伝票への旅行者の署名なくして当骸費用等の支払いを受けます。この場

合において、カード利用日は旅行者が当社に支払うべき費用等の額又は当社が旅

行者に払い戻すべき額を、当社が旅行者に通知した日とします。ただし、第十四条

第一項第二号の規定により当社が手配旅行契約を解除した場合は、旅行者は、

当社の定める期日までに、当社の定める支払方法により、旅行者が当社に支払う

べき費用等を支払わなければなりません。

(旅行代金の精算)

第十七条 当社は、当社が旅行サービスを手配するために、運送・宿泊機関等に対

して支払つた費用で旅行者の負担に掃すべきもの及び取扱料金(以下「精算旅行

代金」といいます。)と旅行代金として既に収受した金額とが含致しない場合におい

て、旅行終了後、次項及び第二項に定めるところにより速やかに旅行代金の精算

をします。

2精 算旅行代金が旅行代金として既に収受した金額を超えるときは、旅行者は、当社

に対し、その差額を支払わなければなりません。

3精 算旅行代金が旅行代金として既に収受した金額に満たないときは、当社は、旅

行者にその差額を払い戻します。

第 五 章 団体
ログル ープ手 配

(団体・グループ手配)

第十八条 当社は、同じ行程を同時に旅行する複数の旅行者がその責任ある代表

者(以下「契約責任者」といいます。)を定めて申し込んだ手配旅行契約の締結に

ついては、本章の規定を適用します。

(契約責任者)

第十九条 当社は、特約を結んだ場合を除き、契約責任者はその団体・グループを

構成する旅行者(以下「構成者」といいます。)の手配旅行契約の締結に関する一

切の代理権を有しているものとみなし、当骸団体・グループに係る旅行業務に関す

る取引及び第二十二条第一項の業務は、当骸契約責任者との間で行います。

2契 約責任者は、当社が定める日までに、構成者の名簿を当社に提出し、又は人

数を当社に通知しなければなりません。

3当 社は、契約責任者が相蔵者に対して現に負い、又は将来負うことが予測される

債務又は義務については、何らの責任を負うものではありません。

4当 社は、契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後においては、

あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。

(契約成立の特則)

第二十条 当社は、契約責任者と手配旅行契約を締結する場合において、第五条第

一項の規定にかかわらず、申込金の支払いを受けることなく手配旅行契約の締結

を承諾することがあります。

2前 項の規定に基づき申込金の支払いを受けることなく手配旅行契約を締結する

場合には、当社は、契約責任者にその旨を紀載した書面を交付するものとし、手配

旅行契約は、当社が当骸書面を交付した時に成立するものとします。

(構成者の変更)

第二十一策 当社は、契約責任者から構成者の変更の申出があったときは、可能な

限りこれに応じます。

2前 項の変更によって生じる旅行代金の増加又は減少及び当按変更に要する費用

は、構成者に帰属するものとします。

(添乗サービス)

第二十二条 当社は、契約責任者からの求めにより、団体・グループに添乗員を同行

させ、添乗サービスを提供することがあります。

2添 乗員が行う添乗サービスの内容は、原則として、あらかじめ定められた旅行日

程上、団体・グループ行動を行うために必要な業務とします。

3添 乗員が添乗サービスを提供する時間帯は、原則として、八時から二十時までと

します。

4当 社が添乗サービスを提供するときは、契約責任者は、当社に対し、所定の添乗

サービス料を支払わなければなりません。

第 六 章 責 任

(当社の責任)

第二十三条 当社は、手配旅行契約の履行に当たつて、当社又は当社が第四条の

規定に基づいて手配を代行させた者(以下「手配代行者」といいます。)が故意又

は過失により旅行者に損害を与えたときは、その損害を賠償する責に任じます。た

だし、損害発生の翌日から起算して二年以内に当社に対して通知があったときに

限ります。      、

2旅 行者が天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、

官公署の命令その他の当社又は当社の手配代行者の関与し得ない事由により損

害を被つたときは、当社は、前項の場合を除き、その損害を賠償する責任を負うも

のではありません。

3当 社は、手荷物について生した第一項の損害については、同項の規定にかかわ

らず、根書発生の翌日から起算して、国内旅行にあっては十四日以内に、海外旅

行にあつては二十一日以内に当社に対して通知があつたときに限り、旅行者一名

につき十五万円を限度(当社に故意又は重大な過失がある場合を除きます。)とし

て賠償します。

(旅行者の責任)

第二十四条 旅行者の故意又は過失により当社が損害を被つたときは、当骸旅行者

は、損害を賠償しなければなりません。

2旅 行者は、手配旅行契約を締結するに際しては、当社から提供された情報を活用

し、旅行者の権利義務その他の手配旅行契約の内容について理解するよう努めな

ければなりません。

3旅 行者は、旅行開始後において、契約書面に配城された旅行サービスを円滑に

受領するため、万が一契約書面と異なる旅行サービスが提供されたと認繊したとき

は、旅行地において速やかにその旨を当社、当社の手配代行者又は当骸旅行サ

ービス提供者に申し出なければなりません。

第 七 章 弁 済 業 務 保 証 金

(弁済業務保証金)

第二十五条 当社は、一般社団法人日本旅行業協会(東京都千代回区置が関三T

目3番3号)の保llE社長になつております。

2当 社と手理旅行契約を締結した旅行者又は構成者は、その取引によつて生じた

債程に関し、前項の一般社団法人日本旅行業協会が供託している弁済業務保証

金から   円 に違するまで弁済を受けることができます。

3当 社は、旅行業法第二十二条の十第一項の規定に基づき、一般社団法人日本

旅行業協会に弁済業務保証金分担金を納付しておりますので、同法第七条第一

項に基づく営業保証金は供駈しておりません。

(晋情の申出)

旅行者は、当社との旅行業務に関する苦情について、当事者問

で解決ができなかつた場合は、下配の協会に、その解決について

助力を求めるための申出をすることができます。

配

名 称   一 般社団法人 日 本旅行業協会

所在地  東 京都千代田区霞が関三丁目3番3号

電 話   (03)3592-1266


